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16.平和と公正をすべての人に
持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、全ての人に司法へのアクセスを提供し、
あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する

ＳＤＧｓ17の目標

お知らせ

55歳以上対象　
無料就労相談を開催

若者の就職に向けた
出張無料相談を開催

ちた地域若者サポート▶
ステーションホームページ　 
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1 月の相談1月の相談
■人権・行政・心配ごと相談
　5日（木）、19日（木）
　場　所　中央公民館本館308号室
　時　間　午前9時30分～午前11時30分
　※　電話での相談も受け付けます。
■無料法律相談（事前に予約が必要）
　①7日（土）
　場　所　中央公民館本館308号室
　時　間　午後1時～午後4時
　②19日（木）
　場　所　アグピアホール練習室1
　時　間　午後1時～午後4時
■問い合わせ先
　住民福祉課社会福祉係
　☎（４８）１１１１（内1121・１１２２）
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成年後見制度巡回相談成年後見制度巡回相談
令和5年1月5日（木）
場　所　中央公民館本館308号室
時　間　午後1時30分～午後4時30分
　NPO法人知多地域権利擁護支援セ
ンターでは、成年後見制度巡回相談（事
前に予約が必要）を毎月行っています。
■問い合わせ先
知多地域権利擁護支援センター（知
多市福祉活動センター内）

　☎0562（39）3770

　ほくぶ幼稚園に11月10日、移
動動物園が来園しました。園児
たちはヤギやヒツジなどに触っ
たり、エサをあげたりして、動物
との触れ合いを楽しみました。

今月号の表紙
　ほくぶ幼稚園に
移動動物園が来
園し、園児たちが

無邪気に動物と触れ合っていまし
た。動物が苦手な私は尻込んでい
ましたが、園児が「触っても怒らない
よ」と声を掛けてくれたおかげで、
ヤギをなでることができました。園
児と動物の温かさに触れることの
できた取材になりました。

編集後記

■日　時（要事前予約）
　12月21日（水）午前10時～正午
■場　所　役場2階相談室202
■対象者　15～49歳までの無業
状態の若者やその保護者
■申し込み・問い合わせ先
　ちた地域若者サポートステー
ション　☎（89）7947　
　電子メール
　chitasapo@icds.jp家屋の新築、増築、取り壊し

をした方・予定のある方へ

住宅用地の利用状
況変更による申告

住宅用地は、税負担を軽減する
必要があるため、所有者からの申
告により課税標準の特例措置が適
用されます。
この制度を適正に運用するため、
土地所有者の方は土地の利用状況
を次のように変更した場合、下記申
告先までお知らせください。
▽更地に住宅を新築し、新たに住
宅用地になった場合
▽店舗などを住宅に改築し、住宅
用地になった場合
▽併用住宅（店舗兼住宅など）で、
居住部分とそれ以外の部分の床
面積に変更があった場合
▽住宅を店舗などに改築し、住宅
用地でなくなった場合
▽土地の利用状況を変更した場合
（例：隣接地を取得して住宅用地
とした、新たに敷地の一部を貸し
駐車場に変更したなど）
▽住宅を取り壊し、住宅用地でなく
なった場合
▽住宅用地の住宅戸数に変更が
あった場合
■申告・問い合わせ先
　税務課固定資産税係
　☎(48)1111（内1109・1110）

家屋の固定資産税は、毎年1月1日
現在の所有状況により課税されます。
新築、増築家屋は、固定資産評価
額算定のために調査する必要があ
り、取り壊した家屋は、年内に取り
壊したことを確認して課税台帳か
ら抹消する必要があります。
新築、増築、取り壊しをした方や
年末までにこれらの予定がある方

は申告先までお知らせください。
一定の条件下で家屋を改修した
方は、固定資産税が減額となる制
度があります。
▽耐震改修減額
▽バリアフリー改修減額
▽省エネ改修減額
これらの制度の適用を受けるた
めには、申告が必要です。
■申告・問い合わせ先　
　税務課固定資産税係　 
　☎(48)1111（内1109・1110）

再就職の疑問や応募書類の書き
方、面接の不安など、就労全般に関
する悩みをじっくり聞きます。
■日　時　令和5年1月16日（月）
　①午後1時30分～午後2時20分
　②午後2時30分～午後3時20分
　③午後3時30分～午後4時20分
■会　場　役場2階相談室202
■対　象　55歳以上の求職者
■定　員　3人（各回1名）先着順
■その他　雇用保険受給者の方は、
求職活動の実績になります。
■申し込み方法　問い合わせ先ま
で直接申し込んでください。
■申込期限　令和5年1月13日（金）
■申し込み・問い合わせ先
　生涯現役就労サポートセンター
　☎052（446）6830

半田警察署の建て替え工事のため、交通課の業務はすべて仮庁舎で
行います。
■仮庁舎の業務開始日　
　令和５年１月４日（水）
■仮庁舎の場所　半田市宮路町５３番地（旧住吉福祉文化会館）
　（名鉄河和線住吉町駅東口を出て、北へ徒歩５分）
　※　駐車場は大変混雑しますので、公共交通機関をご利用ください。
■問い合わせ先　半田警察署　☎(21)0110

半田警察署交通課移転のお知らせ


